
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
市
内
事
業
者
の
皆
様
へ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
を
受
け
る
事
業
者
の
皆
様
に
特
に
ご

活
用
い
た
だ
き
た
い
、
国
の
「
家
賃
支

援
給
付
金
」
を
ご
案
内
し
ま
す
。

 

家
賃
支
援
給
付
金
　
　
　
　
　
　
　   

　

５
月
の
緊
急
事
態
宣
言
の
延
長
な
ど

に
よ
り
、
売
上
の
減
少
に
直
面
す
る
事

業
者
の
事
業
継
続
を
下
支
え
す
る
た

め
、
地
代
・
家
賃
（
賃
料
）
の
負
担
を

軽
減
す
る
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
支
給
対
象
者
】

① 

資
本
金
10
億
円
未
満
の
中
堅
企
業
、

中
小
企
業
、
小
規
模
事
業
者
、
フ
リ

ー
ラ
ン
ス
を
含
む
個
人
事
業
者
で
あ

る
こ
と
。

※ 

医
療
法
人
、
農
業
法
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
、
社
会
福
祉
法
人
な
ど
、
会
社
以

外
の
法
人
も
幅
広
く
対
象

② 

令
和
２
年
５
月
か
ら
12
月
の
間
に
次

の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
事
業
者

で
あ
る
こ
と
。

　

▽ 

い
ず
れ
か
１
ヵ
月
の
売
上
が
前
年

同
月
と
比
較
し
て
50
％
以
上
減
少

し
て
い
る

　

▽ 

連
続
す
る
３
ヵ
月
の
売
上
の
合
計

が
前
年
同
月
と
比
較
し
て
30
％
以

上
減
少
し
て
い
る

③ 

自
ら
の
事
業
の
た
め
に
占
有
す
る
土

地
・
建
物
の
賃
料
を
支
払
っ
て
い
る

こ
と
。

【
申
請
期
間
】

　

令
和
２
年
７
月
14
日
か
ら

　

令
和
３
年
１
月
15
日

【
給
付
額
】

　

申
請
時
の
直
近
１
ヵ
月
に
お
け
る
支

払
賃
料
（
月
額
）
に
基
づ
き
算
定
し
た

給
付
額
（
月
額
）
の
６
倍

※
詳
し
く
は
下
表
参
照
。

【
給
付
額
上
限
】

　

 

中
堅
・
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者

　
（
法
人
）
６
０
０
万
円

　

個
人
事
業
者
３
０
０
万
円

【
申
請
の
方
法
】

　

申
請
は
、
電
子
申
請
で
行
い
ま
す
。

「
家
賃
支
援
給
付
金
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https://yachin-shien.go.jp/

）
に

ア
ク
セ
ス
し
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
必
要
書
類
】

▽
法
人
の
場
合

① 

申
請
に
用
い
る
売
上
が
減
少
し
た

月
・
期
間
と
比
較
す
る
、
す
べ
て
の

事
業
年
度
の
確
定
申
告
書
類

　
（ 

確
定
申
告
書
別
表
一
の
控
え
、
法

人
事
業
概
況
説
明
書
の
控
え
）

② 

申
請
に
用
い
る
売
上
が
減
少
し
た

月
・
期
間
の
売
上
台
帳
な
ど

③
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し

④ 

直
前
３
ヵ
月
間
の
賃
料
の
支
払
い
実

績
を
証
明
す
る
書
類

⑤ 

給
付
金
の
振
り
込
み
を
す
る
口
座
情

報
（
通
帳
表
紙
と
開
い
た
１
・
２
ペ

おしらせピックアップ

ー
ジ
目
）

⑥
誓
約
書

▽
個
人
の
場
合

① 

申
請
に
用
い
る
売
上
が
減
少
し
た

月
・
期
間
と
比
較
す
る
２
０
１
９
年

分
の
確
定
申
告
書
類

　

 （
２
０
１
９
年
分
の
確
定
申
告
書
第

一
表
の
控
え
、
月
別
売
上
の
記
入
の

あ
る
２
０
１
９
年
分
の
所
得
税
青
色

申
告
決
算
書
の
控
え
が
あ
る
方
は
、

そ
の
控
え
）

② 

申
請
に
用
い
る
売
上
が
減
少
し
た

月
・
期
間
の
売
上
台
帳
な
ど

③
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し

④ 

直
前
３
ヵ
月
間
の
賃
料
の
支
払
い
実

績
を
証
明
す
る
書
類

⑤ 

給
付
金
の
振
り
込
み
を
す
る
口
座
情

報
（
通
帳
表
紙
と
開
い
た
１
・
２
ペ

ー
ジ
目
）

⑥
本
人
確
認
書
類
の
写
し

⑦
誓
約
書

【
申
請
サ
ポ
ー
ト
会
場
】

　

電
子
申
請
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
方

を
対
象
に
、
申
請
サ
ポ
ー
ト
会
場
に
て

補
助
員
が
電
子
申
請
の
入
力
サ
ポ
ー
ト

を
し
て
く
れ
ま
す
。

※ 

大
洲
市
に
は
、
特
設
会
場
（
大
洲
市

田
口
甲
87

｜

１
）
が
設
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
他
の
会
場
は
、
市
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
御
確
認
く
だ
さ

い
。

（ https://yachin-shien.go.jp/
support/list/ehim

e/index.htm
l

）

※ 

サ
ポ
ー
ト
会
場
を
利
用
す
る
に
は
、

申
請
サ
ポ
ー
ト
会
場
電
話
予
約
窓
口

☎
０
１
２
０
（
１
５
０
）
４
１
３
か
ら

の
事
前
の
来
訪
予
約
が
必
要
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

家
賃
支
援
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０
（
６
５
３
）
９
３
０

支払賃料
（月額） 給付額（月額）

法人
75万円以下 支払賃料×2／3

75万円超 50万円＋［支払賃料の75万円の超過分×1／3］
※ただし、100万円（月額）が上限

個人
事業主

37.5万円以下 支払賃料×2／3

37.5万円超 25万円＋［支払賃料の37.5万円の超過分×1／3］
※ただし、50万円（月額）が上限
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【
事
業
者
の
皆
様
へ
】
大
洲
市
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
緊
急
地
域
雇
用
維
持
助
成
金
に
つ
い
て

　

大
洲
市
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
を
受
け
、
国
の
「
雇
用

調
整
助
成
金
」
ま
た
は
「
緊
急
雇
用
安

定
助
成
金
」（
以
下
「
雇
用
調
整
助
成

金
等
」
と
い
う
）
の
支
給
決
定
を
受
け

た
事
業
主
（
教
育
訓
練
・
出
向
に
よ
る

も
の
は
対
象
外
）
に
対
し
、
上
乗
せ
助

成
を
行
い
ま
す
。

【
支
給
対
象
者
】

① 

市
内
に
主
た
る
事
業
所
ま
た
は
店
舗

を
有
す
る
法
人
ま
た
は
個
人
で
あ
る

こ
と
。

② 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
伴
う
休
業
に
よ
り
、「
雇
用
調

整
助
成
金
等
」
の
支
給
決
定
を
愛
媛

労
働
局
長
か
ら
受
け
た
事
業
主
で
あ

る
こ
と
。（
教
育
訓
練
・
出
向
に
よ

る
も
の
は
対
象
外
）

③ 

今
後
も
引
き
続
き
市
内
で
事
業
を
継

続
す
る
意
思
が
あ
る
こ
と
。

④ 

納
期
の
到
来
し
た
市
税
（
国
民
健
康

保
険
税
を
含
む
）
に
滞
納
が
な
い
こ

と
。

⑤ 

大
洲
市
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
23

年
大
洲
市
条
例
第
22
号
）
第
２
条
第

３
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
な
ど
で

な
い
こ
と
。

⑥ 

雇
用
調
整
助
成
金
等
の
支
給
率
が
５

分
の
４
で
あ
る
こ
と
。（
解
雇
な
ど

を
行
い
、
休
業
手
当
を
支
給
し
た
中

小
企
業
が
対
象
）

【
支
給
額
】

雇
用
調
整
助
成
金
等
に
係
る
国
の
支
給

決
定
額
の
８
分
の
１
（
休
業
手
当
全
体

の
10
分
の
１
）

【
申
請
書
類
】

① 
大
洲
市
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
緊
急
地
域
雇
用
維
持
助
成
金

支
給
申
請
書
（
様
式
第
１
号
）

② 

雇
用
調
整
助
成
金
な
ど
の
支
給
決
定

通
知
書
の
写
し

③ 

雇
用
調
整
助
成
金
な
ど
に
係
る
国
へ

の
提
出
書
類
の
写
し

④
市
税
納
税
証
明
書

⑤
ほ
か
市
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類

【
申
請
期
間
】

令
和
２
年
７
月
13
日
〜

令
和
３
年
３
月
31
日

【
問
い
合
わ
せ
先
】

大
洲
市
役
所
商
工
産
業
課
商
工
振
興
係

☎
㉔
１
７
２
２

第 ６ 回 鹿野川湖カヌー大会　参加者募集
　鹿野川湖周遊企画イベントの一つとして、鹿野川
湖カヌー大会を開催します。カヌーに乗ったことの
ない人でも気軽に参加できる大会として、小学生か
ら一般までの各種目を設けています。
　初めてカヌーに乗る人や操作に自信のない人は、
練習日や当日の練習時間を設ける予定です。

【日　　時】 9 月26日㈯
　　　　　　開会式　　午前10時
　　　　　（受付開始　午前 9時30分）

【場　　所】鹿野川湖漕艇場
【募集対象】小学 3年生以上
【参 加 料】 1 人500円（保険料込）
【申し込み方法】市公式ホームページに掲載している
実施要項による「参加申込書」を提出してください。

【駐 車 場】大洲市立肱川風の博物館駐車場
※会場までマイクロバスで送迎します。

【問い合わせ先】
肱川支所 地域振興課内
鹿野川湖周遊企画部会
☎34－2311　℻34－2454

Information pick up
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おしらせピックアップ

財政状況をお知らせします

歳
　
　
入

地方交付税 どの地域に住む人でも、一定水準のサービスが受けられ
るよう国から交付されるお金

国庫支出金 道路や建物の整備などに必要なお金の一部として国から
受け入れたお金

歳
　
　
出

民 生 費 主に福祉の充実のために使ったお金

教 育 費 小中学校や公民館、図書館などの教育関係のために使ったお金

総 務 費 市役所の管理、電算システム、戸籍、税などの事務に使ったお金

一般会計性質別執行状況

その他
46億4,354万円
16.2％

補助費等
32億5,705万円
11.4％

歳出総額

286億705万円

扶助費
38億3,236万円
13.4％

普通建設事業費
55億3,120万円
19.3％

人件費
39億6,246万円
13.9％

物件費
44億8,184万円
15.7％

繰出金
28億9,860万円
10.1％

歳　入

95億6,139万円
97億7,502万円

020億40億60億80億100億120億

地方交付税

国庫支出金

市　　　債

市　　　税

県 支 出 金

地方消費税交付金

繰　越　金

諸　収　入

そ　の　他

歳　出

0 20億 40億 60億 100億80億

民　生　費

教　育　費

総　務　費

衛　生　費

土　木　費

公　債　費

農林水産業費

災害復旧費

そ　の　他

予算額 342億1,805万円
収入額 312億2,156万円 執行額 286億  705万円

予算額 342億1,805万円

31.3％

14.6％

14.3％

14.1％

8.4％

6.3％

2.5％

2.3％

6.2％

28.1％

15.7％

10.6％

10.5％

9.1％

8.2％

5.2％

4.1％

8.5％

歳入総額
約312億円

歳出総額
約286億円

58億3,851万円
45億6,071万円

39億8,120万円
44億5,061万円

59億2,582万円
44億  240万円

23億8,518万円
26億2,731万円

25億2,792万円
19億5,813万円

8億  550万円
7億7,449万円

5億7,475万円
7億2,413万円

26億1,778万円
19億4,876万円

52億4,008万円
44億9,952万円

34億2,307万円
30億4,040万円

35億  944万円
30億  224万円

26億2,063万円
25億8,941万円

37億  135万円
23億5,180万円

23億5,202万円
14億9,661万円

14億4,367万円
11億6,392万円

31億7,042万円
24億1,213万円

87億5,737万円
80億5,102万円

一般会計予算執行状況（令和元年度の歳入・歳出の状況）

用 語 解 説

歳
出
性
質
別

普 通 建 設
事 業 費

道路や公園などの公共施設を建設するために使ったお金

物 件 費 ごみ処理やバスの運行、公共施設の運営などに使ったお金

扶 助 費
児童手当や福祉医療、介護福祉施設・保育所の運営など

に使ったお金

補 助 費 等
団体などへの補助金や、消防などの事務を共同で処理す

るために設立された組合への負担金などに使ったお金

（上のグラフ）↑

（右のグラフ）→

令和元年度

　大洲市財政状況の公表等に関する条例第 2条および地方公営企業法第40条の 2の規定により、平成31年 4 月 1 日から
令和 2年 3月31日までの本市の財政状況および業務状況を次のとおり公表します。
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Information pick up

特別会計の状況

市有財産の状況
（市が所有する土地・建物・基金など）

種　別 面　積　な　ど

宅　　　地 2,054,099㎡

山　　　林 4,597,335㎡

田　　　畑 311,847㎡

雑　種　地 464,596㎡

建　　　物 350,125㎡

立　　　木 103,916㎥

名　称 金　　　額

財 政 調 整 基 金 23億1,886万円

減 債 基 金 10億5,103万円

国民健康保険財政調整基金 0万円

土 地 開 発 基 金 4億8,699万円

その他特定目的基金等 44億1,239万円

出 資 金 等 3億1,513万円

合　　　計 85億8,440万円
企業会計の状況（水道や病院の経営状況）

区　　分 総　収　益 総　費　用 当期純利益

工業用水道 1,884万円 1,884万円 0万円

水　　　道 8億4,693万円 8億3,565万円 1,128万円

病　　　院 33億6,267万円 32億5,311万円 1億  956万円

市税と市民負担の状況

項　　目 金　　額
１ 世 帯
当たりの
負担額※

１ 　 人
当たりの
負担額※

割　合

市　民　税 18億2,835万円 92,322円 43,151円 41.1％

固定資産税 21億4,286万円 108,203円 50,574円 48.1％

た ば こ 税 3億  154万円 15,226円 7,117円 6.8％

軽自動車税 1億7,658万円 8,917円 4,167円 4.0％

入　湯　税 128万円 65円 30円 0.0％

合　計 44億5,061万円 224,733円 105,039円 100.0％

市債の状況（市の借入金の残高）
区　　　分 件数 現 在 高

１世帯
当たりの額※

１人
当たりの額※

一般会計分 300 293億  601万円 1,479,803円 691,652円

特別会計分 188 63億3,933万円 320,104円 149,615円

企業会計分 77 55億  958万円 278,205円 130,032円

合　　　計 565 411億5,492万円 2,078,112円 971,299円

会　計　名 予算現額 収入済額 支出済額 差　引　額

国 民 健 康 保 険 55億6,766万円 57億4,139万円 54億5,177万円 2億8,962万円

国 民 健 康 保 険 診 療 所 1億1,197万円 9,294万円 9,294万円 0万円

後 期 高 齢 者 医 療 6億2,771万円 6億1,818万円 5億9,428万円 2,390万円

介 護 保 険 53億9,289万円 53億4,700万円 52億7,640万円 7,060万円

簡 易 水 道 事 業 4億7,047万円 4億  293万円 4億  293万円 0万円

港 湾 施 設 事 業 712万円 617万円 617万円 0万円

土 地 取 得 造 成 8,020万円 6,731万円 6,731万円 0万円

住宅新築資金等貸付事業 1億6,513万円 543万円 1億6,499万円 △1億5,956万円

農 業 集 落 排 水 事 業 2,245万円 1,854万円 1,854万円 0万円

公 共 下 水 道 事 業 12億  303万円 10億4,621万円 10億1,685万円 2,936万円

温 泉 事 業 902万円 564万円 564万円 0万円

商 業 集 積 施 設 管 理 316万円 312万円 304万円 8万円

工 業 用 地 造 成 事 業 4億4,052万円 2億1,722万円 2億1,722万円 0万円

※令和 2 年 ３ 月３1日現在
　世帯数：19,804世帯　人口：42,３71人
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市
営
住
宅
の
入
居
申
込
に
つ
い
て

　

10
月
に
抽
選
会
を
開
催
し
、
入
居
者

（
空
家
が
存
在
す
る
場
合
）
ま
た
は
補

欠
者
（
空
家
が
存
在
し
な
い
場
合
）
の

順
位
を
決
定
し
ま
す
。
そ
れ
以
降
も
随

時
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。
詳
細
は
、

市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

【
入
居
申
込
資
格
】

▽ 

市
内
に
住
所
ま
た
は
勤
務
場
所
を
有

す
る
人

▽ 

現
に
同
居
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す

る
親
族
が
い
る
人
（
60
歳
以
上
の
人

及
び
障
が
い
者
な
ど
を
除
く
）

▽
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

▽
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
人

▽
収
入
基
準
に
該
当
す
る
人

▽ 

「
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の

防
止
な
ど
に
関
す
る
法
律
」
に
規
定

す
る
暴
力
団
員
で
な
い
人

【
抽
選
会
】

▽
日　

時　
　

10
月
14
日
㈬

▽
会　

場　
　

本
庁
・
各
支
所

【
申
込
受
付
期
間
】

10
月
１
日
㈭
〜
９
日
㈮

随
時
受
付

10
月
12
日
㈪
〜
令
和
３
年
８
月
31
日
㈫

※ 

入
居
・
入
居
補
欠
の
順
位
は
、
抽
選

参
加
者
が
優
先
さ
れ
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

都
市
整
備
課
公
営
住
宅
係

　
　
　
　
　
　

☎
㉔
１
７
５
９

長
浜
支
所　
　

☎
�
１
１
１
２

肱
川
支
所　
　

☎
34
２
３
１
１

河
辺
支
所　
　

☎
39
２
１
１
１

　江戸時代、全国においてさまざまな学問や文
化が開花する中、大洲藩でも儒学、禅文化、国学・
和歌など数多くの学問や文化が花開きました。
　今回の秋季特設展では、このうち「大洲三偉人」
と呼称される中

なか

江
え

藤
とう

樹
じゅ

・盤
ばん

珪
けい

永
よう

琢
たく

・矢
や

野
の

玄
はる

道
みち

を
中心に、大洲藩における学問と文化の発展につ
いてご紹介します。

【会　　期】
9 月15日㈫～12月20日㈰

【会　　場】
大洲市立博物館 4階展示室

【開館時間】
午前 9時～午後 5時

【休 館 日】
毎週月曜日（当日が祝日と重なる場合は翌平日）

【観 覧 料】
無　料

【問い合わせ先】
大洲市立博物館　☎24―4107

　愛媛県は、長浜大橋（赤
橋）の橋梁補修工事を今秋
から5 年間の予定で行い
ます。工事期間中はみな
さまにご不便をおかけする
ことになりますが、ご理解、ご協力をお願いします。
　工事は、毎年10月から5月（非出水期間）に実
施する予定です。
　工事期間中は、作業に伴い道路幅が狭くなるこ
とから、自動車、二輪車、原動機付自転車の通行
ができなくなります。（歩行者・自転車の通行は可
能）迂

う

回
かい

路
ろ

は、新長浜大橋と大和橋になります。
　また、工事中は、作業状況により赤橋の開閉を
行わないこともあります。ご了承ください。

【工事についての問い合わせ先】
愛媛県南予地方局大洲土木事務所
道路課道路第二グループ
☎24－5121（内線318）

【開閉についての問い合わせ先】
長浜支所地域振興課地域づくり係
☎52－1112（直通）

特設展「大洲藩の学問と文化」長浜大橋（赤橋）橋
きょう

梁
りょう

補修工事のお知らせ

中江藤樹『翁問答』

16広報おおず 2020年 9月号

おしらせピックアップ



狩猟免許取得費の一部を助成します
　有害鳥獣による農作物被害防止のため、有害鳥獣
の捕獲に必要な狩猟免許（銃器・わな）を令和 2 年
に新規取得する人に対して、免許取得に必要な経費
を一部助成します。

【対象者】
▽大洲市に住所を有する人
▽ 大洲喜多猟友会または川上猟友会に入会している
人、または入会予定者

【対象経費】

※1 　受験料は、愛媛県収入証紙を狩猟免許申請書に
貼付します。

※2 　既に銃・わなのどちらかの免許を取得されてい
る人。

【講習および試験日程】
1 . 狩猟免許初心者講習

2 . 狩猟免許試験

※ 　新型コロナウイルス感染防止対策のため、例年と対
応が変わっていますので、事前に県の大洲森林林業振
興班または県公式ホームページでご確認ください。

※ 　狩猟免許初心者講習を受講しなくても、狩猟免
許試験を受験することは可能です。

【狩猟の手続き】
　実際に狩猟をするには、次の手続きが改めて必要
になります。
　① 　試験合格後、県の狩猟者登録をする必要があ

ります。
　② 　銃器の場合は、銃の所持許可を取得するため

に、警察による初心者講習など、警察での手続
きが必要になります。

　手続きについては、以下の猟友会事務局へお問い
合わせください。

【その他】
　狩猟免許申請書は、県の大洲森林林業振興班（大洲
市東大洲174　☎24－4131）でお渡ししています。 また、
県公式ホームページからもダウンロードできます。
（https://www.pref.ehime.jp/h15800/choujyu/syuryo.html）
　なお、狩猟免許取得費の助成については、農林水
産課（☎24－1727）にお問い合わせください。

項　　目 受講料
狩猟免許初心者講習受講料 6,000円（本代込み）
狩猟免許受験料 （※1) 5,200円 （3,900円※2)

地域 事務局 連絡先
大洲、長浜
地区の人

大洲喜多猟友会
(藤田鉄砲店)

柚木295
☎24－2801

肱川、河辺
地区の人

川上猟友会
(浜田鉄砲火薬店)

肱川町予子林1825
☎34－2905

日　時
実施場所

講習の種類
会　場 所在地

9月 6日㈰
①午前 9時30分～
②午後1時00分～

愛媛県歴史
文化博物館

西予市宇和町
卯之町4-11-2

①わな猟のみ
②銃猟ほか

9 月20日㈰
①午前 9時30分～
②午後1時00分～

愛媛県生活
文化センター

松山市北持田
町139-2

①わな猟のみ
②銃猟ほか

11月29日㈰
①午前 9時30分～
②午後1時00分～

愛媛県生活
文化センター

松山市北持田
町139-2

① 網猟・わな
猟のみ

②銃猟ほか

日　時
実施場所

会   場 所在地
9月19日㈯
9時00分～ 南予地方局庁舎 宇和島市天神町7-1

9 月27日㈰
9時00分～

中予地方局庁舎 松山市北持田町132

南予地方局八幡浜庁舎 八幡浜市北浜1-3-37

12月 6 日㈰
9時00分～

中予地方局庁舎 松山市北持田町132

南予地方局庁舎 宇和島市天神町7-1

南予地方局八幡浜庁舎 八幡浜市北浜1-3-37

1 月19日㈫
9時00分～

松前総合文化センター 伊予郡松前町大字筒井633

南予地方局庁舎 宇和島市天神町7-1
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【マンホール 町をきれいに するとびら】
9 月10日㈭は、第60回下水道の日です。

大洲市公共下水道計画図

（令和 ２ 年度下水道推進標語）

　

公
共
下
水
道
は
、
生
活
環
境
の
改
善

や
河
川
な
ど
公
共
用
水
域
の
水
質
を
保

全
し
、
快
適
で
潤
い
の
あ
る
生
活
環
境

を
築
く
た
め
の
施
設
で
す
。

　

肱
南
処
理
区
で
は
平
成
７
年
７
月
、

肱
北
処
理
区
で
は
平
成
20
年
５
月
か
ら

供
用
を
開
始
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
公
共

下
水
道
に
接
続
し
て
い
な
い
人
は
、
早

急
に
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

公
共
下
水
道
に
接
続
す
る
工
事
を
行

う
人
に
対
し
て
、
最
高
50
万
円
ま
で
市

の
指
定
す
る
金
融
機
関
に
融
資
を
あ
っ

せ
ん
し
、
そ
の
利
子
を
市
が
補
給
す
る

「
水
洗
便
所
改
造
資
金
融
資
あ
っ
せ
ん

制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
公
共
下
水
道
に
接
続
工
事
を

行
う
場
合
は
、
必
ず
大
洲
市
排
水
設
備

指
定
工
事
店
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。
指
定
工
事
店
は
、
市
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

※ 

詳
細
に
つ
い
て
は
、
左
記
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

下
水
道
課
管
理
係　

☎
㉔
１
７
２
０

公
共
下
水
道
へ
の

接
続
の
お
願
い
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生
活
雑
排
水
に
よ
る
水
質
汚
濁
を
防

止
す
る
た
め
、
令
和
３
年
度
に
浄
化
槽

を
設
置
す
る
人
に
対
し
て
、
費
用
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。

　

希
望
者
は
、
次
の
と
お
り
事
前
申
し

込
み
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
事
前
申
込
期
間
】

９
月
１
日
㈫
か
ら

令
和
３
年
３
月
15
日
㈪
ま
で

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

※
土
日
・
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く

※ 

事
前
申
込
期
間
終
了
後
も
、
予
算
の

範
囲
内
で
随
時
受
け
付
け
ま
す
。

【
申
し
込
み
方
法
】

　

転
換
、
新
築
な
ど
の
具
体
的
な
計
画

内
容
（
場
所
、
時
期
、
延
床
面
積
な
ど
）

が
分
か
る
資
料
お
よ
び
印
鑑
を
、
下
水

道
課
ま
た
は
各
支
所
ま
で
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

【
補
助
制
度
を
受
け
ら
れ
な
い
地
域
】

▽ 

公
共
下
水
道
が
整
備
、
も
し
く
は
計

画
さ
れ
て
い
る
肱
南
・
肱
北
地
区
の

一
部
（
下
水
道
事
業
計
画
区
域
）

▽ 

農
業
集
落
排
水
が
整
備
さ
れ
て
い
る

八
多
喜
地
区
の
一
部

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
】

下
水
道
課
管
理
係　
　

☎
㉔
１
７
２
０

長
浜
支
所　
　
　
　
　

☎
�
１
１
１
１

肱
川
支
所　
　
　
　
　

☎
34
２
３
１
１

河
辺
支
所　
　
　
　
　

☎
39
２
１
１
１

浄
化
槽
設
置
補
助
の
事
前
受
け
付
け
を
開
始
し
ま
す

補助対象となる浄化槽規模
【補助限度額】

＜転換＞ ＜新築＞
5人槽 延床面積が160㎡以下のもの 400,000円 222,000円
7 人槽 延床面積が160㎡を超えるもの 480,000円 277,000円
10人槽 2 世帯住宅（浴室および台所が 2つあり、独立して生活） 640,000円 367,000円

【浄化槽規模別の補助限度額】

※転換とは、単独処理浄化槽または汲み取り便槽から浄化槽にする場合のこと。
※ 新築とは、既存建物を取り壊し後、新築する場合も含みます。
　（新築は、補助対象とならない場合があります）
※既存の施設が単独処理浄化槽で、増築などにより人槽が増となる場合は、新築の扱いとなります。
※記載している内容は、今年度の制度に基づくもので、今後、変更する場合があります

今
年
度
の
補
助
申
請
も

随
時
受
け
付
け
中

９ 月は屋外広告物適正化推進運動強化月間です
屋外広告物の設置・表示について
　市では、法令順守と公平性の確立のため、屋外広
告物の適正化に向けた取り組みを進めています。看
板などの屋外広告物を設置・表示する場合は、事前
申請に基づく許可と手数料の納付が必要です。
　はり紙や広告板、ネオンサインなどの屋外広告物
は、人に情報を伝え、まちを活気づける効果があり
ます。一方で、放置すれば周囲の景観との調和を乱
し、自然の趣や歴史的・文化的な町並みを損ねる可
能性があります。また、設置や管理が適正に行われ
ないと、広告物の落下による事故などで、人に危害
を及ぼす恐れがあります。
　このようなことから、市では、自然景観と町並み
をいつまでも美しく安全に保つために、今後も大洲
市屋外広告物条例のもと、すべての広告物が適正な
ものとなるよう取り組みます。広告主のみなさんの
ご協力をお願いします。

　なお、広告物の大きさや設置する場所などで許可
基準に違いがあります。詳しくは、市公式ホームペ
ージをご覧いただくか、下記までお問い合わせくだ
さい。

【問い合わせ先】
都市整備課都市計画係　☎24－1719

「屋外広告物」とは
　常時または一定の期間継続して屋外で公衆に
表示される看板や立看板、はり紙、はり札、広
告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出、表
示されたものなどです。
　商業広告に限らず、この条件に適合すれば、
屋外広告物となります。個人や法人の名称、商
品名などの文字表示からシンボルマークなどの
記号表示まで含まれ、目的の営利・非営利を問
いません。
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９ 月 ９ 日は「救急の日」です
救急医療・救急業務について考えてみませんか
　近年、休日や夜間、救急病院に軽症の患者さんが集中し、医師の負担が増えているほか、安
易な救急車の呼び出しで出動回数が増加し、重症な患者さんの搬送に困るケースも増加してい
ます。
　このままでは、市民の皆さんに適切な医療を提供できなくなる恐れがあります。
　地域の救急医療体制を存続させるためには、医療機関や救急車を適切に利用するという市民
の皆さん一人ひとりの心がけと協力が必要です。

　大洲市では、愛媛県および近隣市町と連携し、身近に医療を提供する初期救急医療から、入院医療を主体
とする二次救急医療、高度・特殊・専門的な医療を担う三次救急医療に至るまで、 3 段階の医療体制の整備
を進めることで、市民の皆さまが安心して必要な医療が受けられるよう努めています。

【初期救急医療】
▽大洲喜多休日夜間急患センター
　主に、自ら来院する軽度の救急患者への休日や夜間における外来診療を行っています。
▽小児在宅当番医
　大洲市・八幡浜市・西予市・内子町・伊方町の小児科医が、日曜日・祝日、年末年始に輪番で診察をし
ています。

【二次救急医療】
▽八幡浜・大洲圏域病院群輪番制病院
　入院や手術が必要となるような重症な救急患者への診療を行っています。救急医療機関が曜日ごとに輪
番制で対応をしています。

【三次救急医療】
　他の医療機関では対応が難しい、高度な専門的医療を必要とする重篤な救急患者の医療を４カ所の救命
救急センターが24時間体制で担当しています。

※ 　初期救急または 2次救急の当番病院および診療時間は、「広報おおず」や「市公式ホームページ」で確認し
てください。

救急医療の役割

救 急 医 療 体 制

軽症 重症

初期救急医療
比較的症状の
軽い患者さん

二次救急医療
入院や手術が必要な
重症状の患者さん

三次救急医療
脳卒中など特に症状の

重い患者さん

症状・緊急度
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【医療機関の適正受診】
　▽日頃から『かかりつけ医』をもちましょう
　▽通常の診療時間内に医療機関を受診しましょう
　▽健康診断や検診等により、病気の予防や早期発見に努めましょう
　▽家庭で薬を常備しましょう

【救急車の適正利用】
　▽緊急性のある場合はすぐに『119番』で救急車を呼びましょう
　▽緊急性がない場合は、救急者以外の交通手段を利用しましょう
　▽救急車を要請した際には、保険証やお薬手帳の準備をしましょう

　大洲消防署では、正しい応急手当の方法を取得し、もしもの時に対応ができるよう毎月第三日曜日に「市
民救急員養成講座」を行っています。
　興味のある人は、最寄りの消防署へご連絡く
ださい。

適正受診・適正利用

救急法講習の受講

こんなときはどうすれば？
大切な命を救うため、救急医療の適正受診、救急車の適正利用にご協力ください。

【問い合わせ先】　保険年金課地域医療係　☎24－1713
　　　　　　　　大洲消防署　本　　署　☎24－0119
　　　　　　　　　　　　　　長浜支署　☎52－0119
　　　　　　　　　　　　　　川上支署　☎34－2851

こどもの救急（Ｗeｂサイト） 子ども医療電話相談

全国版救急受診アプリ「Ｑ助」えひめ医療情報ネット

　子どもが夜間や休日に病気やけがをした際に、
救急病院に連れていくべきか迷ったときの目安
を掲載しています。 　急に子どもの体調が悪くなった際、医師や看

護師等がアドバイスをしてくれます。

【利用時間】　平　日　午後 7時～翌日午前 8時
　　　　　　土　曜　午後 1時～翌日午前 8時
　　　　　　日・祝　午前 8時～翌日午前 8時

【ダイヤル回線・IP電話の場合は】　☎089－912－2450

　病気やケガをした場合に、「病院を受診した方
がいいのか？」「救急車を呼ぶべきなのか？」な
どで迷った時に、判断の一助となります。

総務省消防庁「Ｑ助」案内サイト

【対象年齢】
生後 1カ月～ 6歳
http://kodomo-qq.jp/

https://www.qq.pref.ehime.jp/qq38/
qqport/kenmintop/

　休日や夜間に、どの病院に行けばよいか分か
らない場合に、地図や診療科目等のキーワード
から、自宅周辺など、県内の医療機関が検索で
きます。

※公益社団法人　日本小児科学会　監修

（プッシュ回線の固定電話・携帯電話から）
□＃ □8 □0 □0 □0
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